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公共事業総合政策070707
SectionSectionSection

■三重県建設産業活性化プラン 2024（Ｒ6～Ｒ9）
　　建設業は、県民の生活に必要な社会資本の整備・維持管理はもとより、災
害時の緊急対応など、「地域の守り手」として県民の安全・安心の確保に重
要な役割を担っていますが、就業者の高齢化や若手入職者の減少、2024年
４月から適用された時間外労働の上限規制への対応、生産性向上に向けた
建設ＤＸ導入への対応など、多くの課題を抱えています。
　　これらの課題に適切に対応し、地域の建設企業が将来にわたり存続し続
けることをめざし、「三重県建設産業活性化プラン2024」を策定しました。

　当プランでは、「担い手の確保」、「労働環境の改善」、「生産性の向上」の３つの取組方針を柱として、相互に連携し、相乗効果を生
み出しながら、新たな将来ビジョンをめざすとともに、３つの取組方針を支える「企業の安定経営」についても取り組みます。

　県土整備部内の若手職員で構成する「担い手確保支援チーム」が建設業界や教育機関等と連携し、魅力発信などの担い手確保の
取組をより一層進めます。

地域の建設企業による
災害対応

地域の建設企業による
除雪作業

～建設業の担い手確保を推進～

地域を支える建設業の将来イメージ各取組には数値
目標を設定し、
進捗を管理！

将来ビジョン：時代の変化に対応した経営により、地域の建設企業が将来にわたり存続し続ける　

◆「担い手の確保」の主な取組

●担い手確保支援チーム

企業訪問

出前授業の資料作成 参加型授業で建設業の魅力を発信

●建設業界や教育機関等と連携した取組

建設現場で、実際の仕事を見学

●情報発信

高校教諭と連携し、企業がより効果
的な採用活動を実施できる場を創出

工業系高校を対象に、在学中の資
格取得により、建設業への就職を
早めに動機付け

出前授業（探究の時間）

採用活動セミナー

現場見学会

資格取得支援

担い手確保支援チーム
の活動状況

プラン取組の最新情報



公共事業総合政策

■入札・契約制度、総合評価方式
　　建設工事等発注事務に関するコンプライアンスを遵守し、公正性、透明性を確保しつつ、「公共工事の品質確保の促進に関す
る法律」の基本理念である「現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成・確保等」を実現するため、
入札・契約制度の適正な運用・改善に取り組みます。

■不当要求根絶に向けた取組
　　建設工事等の受注者への不当要求等に対して、警察や建設業界などと連携した「三重県建設工事等不当要求等防止協議会」を積
極的に運用し、建設工事の不当要求根絶に取り組みます。

②土木工事における遠隔臨場の活用促進①情報共有システム（ASP）の活用促進

スマートフォン

施工現場WEB会議システム

④３次元データの提供と BIM/CIM成果の活用

建設事務所

段階確認状況

紙（2次元）を主体とした業務　　　　　デジタル（3次元）情報を併用した業務  
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◆「労働環境の改善」の主な取組

◆「生産性の向上」の主な取組

◆「企業の安定経営」に向けた取組

● 週休２日制（４週８休）の定着
　　令和６年４月適用の時間外労働の上限規制に対応するため、引き続き週休
２日制工事の発注を推進していくとともに、建設業全体に週休２日制が定着
するよう、市町工事・民間工事へ週休２日制の導入を促進します。

● 建設 DX の活用拡大
　　生産年齢人口が減少し、建設就業者数の大幅な増加が見込めない中、建設現場の生産性向上を図る必要があることから、ASPや
遠隔臨場等の建設DXの活用を促進するとともに、３次元測量データを提供するなど新たな取組を行っていきます。

　　「担い手の確保」、「労働環境の改善」、「生産性の向上」の取組を実施するためには、企業の適正な利潤を確保し、経営が安定し続
けることが必要なため、入札・契約制度や総合評価方式等の適正な運用・改善に取り組みます。

● 建設キャリアアップシステムの活用
　　技能者の処遇改善を促進させるため、令和6年度からは下請事業者と技
能者の登録促進に取り組み、ＣＣＵＳ活用モデル工事において目標を達成
した企業には工事成績加点を行うこととし、更なる活用促進を図ります。

● 施工管理の社内分業化の支援
　　建設ＤＸの推進に向けてバックオフィスの
普及啓発のための説明会の開催と導入支援を
実施します。

（バックオフィス）

４週８休達成率＝４週８休達成した工事件数/週休二日制工事発注件数
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労働局と連携し、週休２日を含めた適正
工期の確保等について、建築確認機関を
通じて民間企業（発注者） に周知を依頼

労働局
建築確認審査機関

進

発注者 受注者

クラウド上で
書類の提出・受理を実施
移動時間の削減

⑤受注者への普及啓発

建設DXの取組やその効果等を説明

③ICT活用工事の促進

ドローンの活用 ＩＣＴ建機の活用

モデル工事を段階的に実施し、CCUS活用を促進
CCUSの活用拡大により技能者の処遇を改善

ステップ

ステップ
ステップ

令和３年10月～

令和 6年 4月～

元請事業者の登録促進

就業履歴蓄積（カードタッチ）
の促進下請事業者・技能者の登録促進

現場におけるカードリーダー
の設置

現場における事業者と技能者の登録
率を評価する取組を実施 現場における就業履歴蓄積率を

評価する取組を実施


